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2024 年度の募集期間 

第 1 期 2 月 1 日 ～29 日 （4 月～翌年 3 月までの事業） 

第 2 期 5 月 1 日 ～31 日 （7 月～翌年 3 月までの事業） 

第 3 期 8 月 1 日 ～31 日 （10 月～翌年 3 月までの事業） 

第 4 期 11 月 1 日～30 日 （翌年 1 月～3 月までの事業） 

Q. 個人で申し込むことはできますか 

A. 個人で申し込むことはできません。仙台市

内で活動する非営利団体が対象です。 

地域の仲間や、学生のサークル、団体でも

申込みできます。 

（公財）仙台観光国際協会では、市民団体のみなさんの自主的な 

「国際交流」・「国際協力」・「多文化共生」を推進する活動に事業費の 

一部を補助します。仙台市内での事業を計画しているみなさん、ぜひご利用ください！ 

Q. 補助金はどのような事業に交付されますか 

A. 仙台市内で開催される、国際交流や国際協力、

多文化共生、異文化理解などを目的とした、 

一般の市民の方が対象となる研修会や交流会

などの事業です。また、事業費内の補助対象 

金額が 3 万円以上 50 万円未満の事業です。 

Q. 補助金はいつ交付されますか 

A. 事業終了後、実績報告書を提出してからが

原則ですが、一部概算払いでの交付もでき

ますので、詳しくはお問い合わせくださ

い。 

 

Q. 補助金の交付額はいくらですか 

A. 事業経費の一部を助成します。補助金額は、

補助対象金額の 5 分の 4 以内の額（交付 

4 回目以降は、3 分の 2 以内の額）とし、 

上限金額を 10 万円とします。事業の 

規模、内容により交付額が変わります。 

申請書は（公財）仙台観光国際協会 国際化事業部の HP からダウンロードできます。 

https://int.sentia-sendai.jp/j/activity/subsidy.html また、仙台多文化共生センターでも配布しています。 

 問合・申込 （公財）仙台観光国際協会（SenTIA）国際化事業部（受付時間：平日午前 9 時～午後 5 時半） 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3 丁目 3-20 東日本不動産仙台一番町ビル 6 階 

TEL：022-268-6260  /  FAX：022-268-6252  /  E-mail：kokusaika@sentia-sendai.jp 

市民団体の皆さんへ 仙台観光国際協会(SenTIA)から 

申請書の書き方や

広報のお手伝いも

します。まずは、

お気軽にご相談く

ださい。 
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１ 申込者の資格  

次の要件を全て満たす市民団体が対象となります。 

 

（１）主たる活動の場が仙台市内であること 

（２）団体構成員の過半数が仙台市に在住、又は仙台市内に通勤、通学していること 

（３）目的、組織、代表者など団体の運営に必要な事項について定めがあること 

（４）暴力団等との関係を有していない団体であり、政治活動や宗教活動又は営利を目 

的としない団体であること 

（５）今年度、公益財団法人仙台観光国際協会から補助金を受けていないこと 

（６）今年度、仙台市及び仙台市の関係諸団体から助成を受けていないこと 

 

 

２ 補助の対象となる事業 

申請団体が、国際交流、国際協力及び多文化共生社会の推進を目的として仙台市

内又は国外において自主的に企画・実施し、次のいずれかに該当する事業が対象。

同一年度での補助金の交付は、1 団体 1 事業までとなります。 

 

 

 
 

○新規事業及び先導的な事業に対して、優先的に交付します。 

○同一団体が行う同一事業に対する補助金の交付は 5 回までとなります。 

 

 

３ 補助の対象とならない事業 

前記に該当する事業であっても、次のような場合は対象となりません。 

 

（１）申請団体がおこなう個々の事業を一括した事業 

（２）実施の成果が特定の者のみに寄与すると認められる事業 

（３）飲食を主な内容とする事業 

（４）芸術の公演またはスポーツの試合を主たる目的として行う事業 

（５）学術調査・研究を主たる目的として行う事業 

（６）観光や視察を中心とした内容の事業 

（７）宗教活動や政治活動を目的とする事業 

（８）営利を目的とする事業 

（９）事業費内の補助対象金額が 3 万円未満又は 50 万円を超える事業 

（10）寄付金集めを目的とする事業 

（11）その他補助対象とするには不適当と認められる事業 

国際交流事業 異文化理解事業 多文化共生事業 国際協力事業 
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４ 補助の対象経費 

補助金の対象となる経費は、補助対象事業の全体経費のうち、次の経費です。 

ただし、事業を実施する上で必要最小限のものとします。（詳細は 4、5 ページ参照） 

 

（１）事業の実施に要する、材料・消耗品費、備品借用料、水道光熱費、宿泊費、運搬費 

（２）事業の開催場所に要する、施設使用料、附帯設備使用料及び造作・装飾物費用 

（３）事務経費として、広報費、事務用品費及び通信費 

（４）*講師等の費用として、交通費、謝礼金及び宿泊費 

（５）申請団体構成員以外で事業を手伝う人の交通費一部（事業当日に限る） 

（６）海外への派遣事業での、目的地での交通費及び移動に必要なバス借上げ費、 

   交歓会及びそれに準ずる飲食会経費 

（７）海外からの受入事業での、仙台市内の交通費及び移動に必要なバス借上げ費、 

   交歓会及びそれに準ずる飲食会経費（但し、仙台市外でおこなう事業にかかる全ての経費 

   を除く） 

*講師等にはアルバイト、事業の主目的実現に直接関係しない人（司会者、カメラマン等）は含み

ません。 

 

○補助対象とならないものの主な例 

（１）申請団体の運営にかかる経常経費、申請団体内部にかかる経費（人件費、交通費等） 

（２）観光経費（添乗員経費、交通費、宿泊費等含む） 

（３）備品、記念品、土産購入費、支援物資購入費、支援金、寄付金 

（４）事業の実施に伴う保険料（物品に対する損害保険、ボランティア保険など） 

 

 

５ 補助金交付額の算定方法 

（１）事業を実施するなかで収入が見込める場合には、 

（総事業費－収入見込み額）と（補助対象となる経費の合計額） 

を比較し、小さいほうを補助対象金額とします。 

●事業の収入とは、各種参加費や物品販売等による売上収入を指します 

（２）補助金額は、補助対象金額の 5 分の 4 以内の額（交付 4 回目以降は、3 分の 2 以内の額） 

   とし、上限金額を 10 万円とします。（千円未満切り捨て） 
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６ 補助対象経費の範囲 

補助対象事業のなかで、主として補助対象経費となるものは下記のとおりです。 

 

費目 補 助 の 範 囲 等 

 

施設 

使用料 

 

（１）事業に直接使用する施設の使用料で準備及び撤去での使用料も対象 

（２）事業を実施する上で必要と認められる事前研修や事後研修等の施設の 

使用料 

 
 

附帯設備 

使用料 

 

（１）事業に直接使用する施設の設備・機材の使用料 

（２）事業を実施する上で必要と認められる事前研修や事後研修等の施設の 

設備・機材使用料 

 
 

材料費・ 

消耗品費 

 

（１）事務用品費 

（２）事業で直接使用するもの 

（例）華道交流の生花代、折り紙交流の折り紙代 

●備品の購入費は対象外 

 
 

造作・ 

装飾物費用 

 

事業に直接使用する施設の設営費 

（例）吊り看板代、立て看板代 

 

交通費 

 

（１）海外への派遣事業 

事業の実施目的地で、事業のための公共交通機関交通費及び目的地内 

で団体の移動に必要なバス借上げ費 

●複数の目的地間の移動費は、補助対象外 

（対象外例）アメリカ合衆国のリバサイド市とダラス市で市民交流 

事業を実施する場合の、両市間の移動費 

（２）海外からの受入れ事業 

仙台市内で、事業のための公共交通機関交通費及び市内で団体の移動 

に必要なバス借上げ費 

（３）当日手伝い 

   申請団体構成員以外の手伝いに対し、事業当日に限り交通費一部対象 

   上限額 1 人当たり 1 日 1,000 円 

 

*講師等の 

交通費 

 

バス、鉄道及び航空機の普通座席運賃の合理的な国内移動費相当額 

○渡航経費（渡航に付随する経費・空港や港から目的地までの移動費を含む）

は対象外 
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費目 補 助 の 範 囲 等 

広報費 （１）チラシ、ポスター及びパンフレット等の広報関係印刷費 

（２）研修資料やプログラム等の事業実施資料の印刷費 

（３）報告書印刷費 

●報告書印刷費は、広く市民へ報告することを目的に作成するものを 

対象とし、会員や事業への参加者及び事業の関係者のみを対象に配 

付するものは対象外 

 

飲食費 海外派遣事業、海外受入事業のみ対象。交歓会及びそれに準ずる飲食会 

経費を 1 回限り補助の対象とし、その補助対象の上限額は次のとおり 

 

事業区分 参加人数の補助上限 補助単価上限 

海外派遣事業 
現地人数（派遣人数と同数） 

以内 

 

昼食会 1,500 円 

夕食会 3,000 円 
海外受入事業 受入れ外国人数 以内 

その他の事業 対象外 
 

 

通信・ 

運搬費 

（１）通信費 

事業の実施に要する広報や連絡調整及び報告に要する通信費 

（例）切手代、葉書代 

（２）運搬費  

事業を実施する上で必要と認められる、資材等の輸送に要する費用 

（例）鉄道・海上・航空・トラック輸送費、梱包費 

 

謝礼金 *講師等への謝礼金    

上限額 1 人当たり 1 日 30,000 円 

 

宿泊費 （１）*講師等のホテル宿泊費     上限額 1 人当たり 1 泊 10,000 円 

（２）参加者等のホームステイ費用  上限額 1 人当たり 1 泊 3,000 円 

*講師等にはアルバイト、事業の主目的実現に直接関係しない人（司会者、カメラマン等は 

含みません。 
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７ 補助金ご利用の際の注意点          □チェック欄 

補助金の申請、事業実施前、報告には次のことにご注意ください。 

 

 
 

○申請の際にはお時間をいただき、申請内容についてお話をうかがいます。また、申請受付後に

追加資料の提出依頼、内容確認のためにご連絡する場合がありますので、ご了承ください。 

申請には、下記のものを全てご用意ください。（申請書一式は当協会の HP よりダウンロード可） 

 

□補助金交付申請書（押印） 

□事業収支予算書 

●予算として考えられるものは全て計上してください。予算書に記載されていない支出が 

あった場合、それが補助対象経費の範囲内であっても、補助対象とならない場合があります。 

□事業計画書 

●事業の内容や目的がわかるように、具体的に記入してください。 

□申請団体の概要 

 ●初めて補助金交付申請をする団体は、□会員名簿と、□団体規約を添付してください。 

 

 

 

○補助決定後、事業内容に変更があった場合、又は事業中止の場合には速やかに（公財）仙台観

光国際協会までご連絡のうえ、下記の書類を提出してください。また、事業実施前に下記の届

け出がなかった場合、事業の一部または事業全体が補助対象とならない場合があります。 

 ●事業変更の場合 □事業変更申請書 □事業計画書 □事業収支予算書 

 ●事業中止の場合 □事業中止申請書 

 

○当協会の補助を受けて実施する事業については、看板や広報物（チラシ、パンフレット、当日

資料等）に、当協会から補助を受けた旨を表記してください。 

 ●表記例 『公益財団法人仙台観光国際協会 補助事業』 

英語表記『Sendai Tourism, Convention and International Association』 

●当協会の HP やメールマガジンなどに掲載し、広報のお手伝いもいたします。 

 

○事業に関する支出をした際には、必ずお支払い先から領収書をお受け取りください。 

 宛名（団体名）、但し書きが明記してあることをご確認ください。（上様、お品代等は不可） 

 ●補助対象経費の領収書は内訳がわかるものを添付してください。（明細書、レシート等） 

  内訳がないものは補助対象になりません。（但し、合理性があれば自作の内訳書でも可） 

 

○補助上限額の 5 分の 4 以内の額（交付 4 回目以降は、3 分の 2 以内の額）（万円単位）を

概算払いでお支払いできます。 

□概算払い申請書を提出してください。 

申請時 

事業実施前 
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○事業終了後 1 カ月以内に下記のものを揃えて、事業報告してください。 

（報告書一式は申請の際に直接お渡しいたします。） 

 

□実績報告書（押印） 

□事業収支決算書 

 ●費目名は事業収支予算書とできるだけ同じ表記にしてください。 

□事業結果報告書 

□事業レポート 

□事業に関する領収書全て（コピー可） 

 ●詳細は 6 ページをご覧ください。 

□事業の様子がわかる写真 3 枚程度 

□事業のチラシ、パンフレット、当日資料等 

 

 
 

８ 助成手続きの流れ 

補助金の申請手続きの流れは次のとおりです。 

 

          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

報告時 

補助金の申請 
・申請日時をあらかじめ電話でご予約のうえ、受付期間内に補助金交付申

請書一式を（公財）仙台観光国際協会事務室まで直接お持ちください。 

 （郵送やメールでの申請は原則受け付けておりません。） 

審 査 

・申請された事業内容について、審査会で補助対象事業としての「採・否」

を審査します。採択の場合には「補助上限額」を決定します。結果につ

いては、採択、不採択にかかわらず、団体に書面でお知らせします。 

事業の実施 
・補助上限額の 5 分の 4 以内の額（交付 4 回目以降は、3 分の 2 以内の額）

（万円単位）を概算払いでお支払いできます。 

実績報告 

・事業終了後 1 カ月以内に、事業報告を行ってください。 

・補助金の最終的な交付額は事業終了後の実績に基づき決定します。 

・補助金交付額は「補助金交付額決定通知書」にてお知らせします。 

補助金の交付 

・補助金交付額決定通知書を受理した後、「補助金交付請求書」で請求し

てください。補助金は、指定された銀行口座に振り込みます。 

 ●概算払いがある場合は、決定した補助金から概算払いでお支払いした

額を除いた金額 

事業の公表 ・補助金を交付した事業は、当協会の HP などで公表します。 
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2022 年度（2022 年 4 月から 2023 年 3 月まで）に実施された補助金交付事業 

 

事業名 主催者 事業内容 

異文化体験教室 仙台国際交流ク

ラブ 

こけしの絵付けや水墨画、コマの絵付けといった、地元

宮城の伝統工芸を外国出身の方に体験してもらう異文化

体験教室を開催することで、外国の文化を日本や他の外

国の出身者に紹介する機会を設け、国籍・年齢・性別の

垣根がない相互理解を図った。 

オンラインセミナー 

台湾を学ぶ 

日台友情のかけ

はしの会 

コロナ渦で国外との往来が激減する昨今、日本と台湾と

のこれまでのつながりを大切にし、交流を推進すること

を目的に、台湾の文化や歴史を学ぶオンラインセミナー

を 2 回にわたって実施した。平和・友好への思いを強め

るきっかけとなり、国際理解・地域の多文化共生に貢献

した。 

International 仙台七

夕を作って七夕まつり

に飾ろう！ 

伊達クリエータ

ーズ 

仙台七夕まつりの開催に伴い、在仙外国人と日本人で協

力して国際色豊かな「七夕まつり」の飾りを製作して、

一番町商店街に飾る・後片付けをする、までの一連の体

験イベントを実施した。七夕製作に関心がある在仙外国

人や日本人、特に仙台の次世代を担う若年層が参加し、

七夕を通じた国際交流を行った。 

在住中国人支援オンラ

イン講座 

宮城華僑華人女

性聯誼会 

コロナ禍における在住中国人の支援のため、オンライン

活動の普及を目指し、子どもを対象とした中国語教室と

大人を対象とした日本の相続法についてのオンライン講

座を開催した。また今年度は、参加者同士の横のつなが

り作りも考慮し、オフラインの活動も交えて開催した。 

キリバス民間ユネスコ

協会設立支援プロジェ

クト シンポジウム 

公益社団法人 

仙台ユネスコ 

協会 

 

キリバス共和国との交流を通し、気候危機を自分事とし

て捉え、SDGｓへの関心や持続可能なライフスタイル

への意識を高めること、また、キリバス共和国に設立予

定の民間ユネスコ協会と共に行動しようとする意欲を高

め、市民に民間ユネスコ活動の意義を広く啓発すること

を目的とし、オンラインによる市民交流会を開催した。 

【お問合せ・お申込み】  

（公財）仙台観光国際協会（SenTIA）国際化事業部 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-3-20  

東日本不動産仙台一番町ビル 6 階 

TEL：022-268-6260 FAX：022-268-6252 

E-mail：kokusaika@sentia-sendai.jp 

URL：https://int.sentia-sendai.jp/j/  


